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三本桜 第35号

ふかく考える子 あたたかみのある子 がんばりのきく子
１月の目標 ： 病気に負けない強い体をつくろう

高取型集団登校を行います

私たち教員は、教育公務員特例法第１条に、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務

員だと明記されています。「子どもたちや保護者が満足できるように、サービス業とし

ての視点を大事にしてください」 校長が職員にこんなことを言う学校があるほどで

す。サービス業ならば、顧客の満足度を最優先しなければなりません。レストランで

あれば顧客が安心しておいしいと思う料理を提供し、デパートならば顧客が欲しいも

のを全力でそろえ、ホテルであれば顧客の要望をできる限り実現しようとします。し

かし、学校のサービスは少し違います。普通のサービス業は相手が望むものを提供し

ますが、私たちは子どもたちが望んでも提供しない場合があります。反対に、子ども

たちが望まなくても提供する場合もあります。子どもたちが将来困らないかどうかが、

提供するか否かの基準になると考えます。顧客は目の前の子どもたちではなく、未来

の彼らです。

さて、子どもたちの登下校について考えてみました。学校運営などが専門の教育研

究家・妹尾昌俊氏は、「登下校中の子どもたちの安全は誰が守るのか」について、次のよ

うに述べています。

学校での事故によるけがなどを補償する災害共済給付制度では、登下校中も「学校管理

下」の範囲で補償の対象なので、誤解されやすい。しかし、学校保健安全法が定めた学校

の役割は、交通安全のルールを教えたり、保護者や警察と連携したりすること。安全確保

まで求められていません。

また、学校の働き方改革について議論した中央教育審議会（中教審）でも、登下校時の

見守り活動は、基本的には学校や教師の本来的な業務ではないと整理しています。子ども

の安全を気に掛けない教員はいないと思いますが、日常的な見守りなどまで求めれば、教

員の役割や責任は際限なく広がってしまいます。

このような中、高取小学校では令和時代に適合した集団登校を提供します。現在、通学

団による登校をして、授業終了時刻が異なるため、それぞれが下校をしています。次代を

切り拓く子どもたちに求められる資質･能力は、「正解のない課題に対し、当事者意識を

もち、他者と協働しながら新たな価値創造を生み出す力」だと言われています。そこで、

令和の時代にふさわしい登校の在り方を構築しました。それは、各自が時計をもち、自己

管理をしながら登校をする「高取型集団登校」です。これまでのような団は形成しません

が、子どもたち自身が時間の管理、自己管理を行うことで、自然と集団による登校ができ

るというものです。詳細は後日、子どもたちを通じて説明させていただきます。ご理解ご

協力いただきますようお願いします。



書き初め展

17日、18日は書き初め展でした。鑑賞いただ

きました保護者の皆様、ありがとうございまし

た。どの学年の作品からも、子どもたちが姿勢

を正し、じっくりと書き上げたことが伝わって

きたかと思います。

期間中には、学級ごとに他学年の作品を見て

周りました。全学年の作品を見ることで、文字

への関心を高めるとともに、学習意欲の向上に

つなげました。

避難訓練

24日に避難訓練を行いました。事前に子どもたち、職員には実施予定時刻を伝えず、清

掃終了後、昼休みに入ったところで実施しました。これまでのように、教室から一斉に避

難したわけではなく、子どもたちそれぞれの判断で運動場と北校舎の横に避難しました。

「津波てんでんこ」ではないですが、子どもたちは冷静に判断して行動できました。ただ、

避難後の点呼確認に課題が見つかりました。解決策を考え、有事に備えたいと思います。

さて、能登半島地震からまもなく１か月を迎えます。改めて、亡くなられた方のご冥福

をお祈りするとともに、被災された皆様にお見舞い申し上げます。また早期復興を切実に

願っています。


